
Ⅵ 環境保全班

１ 環境整備

(１)廃棄物対策

(２)自動車リサイクル法

(３)浄化槽

２ 環境保全対策事業

(１)水質汚濁防止法に基づく事業場

(２)公共用水域の水質の状況

(３)赤土流出防止関係

(４)土壌汚染対策関係

(５)大気関係
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表１－２ 管内におけるし尿処理施設

(令和６年度末現在)

実施主体 構成市町村

処理方式等

竣工年月 所在地
処理方式

規模 

(kl/日)

1
南部広域行政組合

(旧糸満市豊見城市清掃施設組合)
糸満市、豊見城市

二段活 

(低希釈)
65 昭和56年度 糸満市字西崎町4-1

2
南部広域行政組合

(旧東部清掃施設組合)

与那原町、西原町、南城市

南風原町、中城村、北中城村

固液分離・ 

希釈方式
107 平成26年度

西原町字小那覇963、964、

965、973の一部

3
南部広域行政組合

(旧島尻消防清掃組合)
八重瀬町

二段活 

(低希釈)
34 昭和62年度 八重瀬町字新城2034-3

イ 産業廃棄物処理関連

他人の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬または処分を「業」として

行う場合は、廃棄物処理法に基づき、「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分

業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が 

必要である。

表２ 管内における産業廃棄物収集運搬・処分業の許可事業者数

(令和６年度末現在)

業の種類 許可件数

産業廃棄物最終処分場 2

産業廃棄物収集運搬業 599

産業廃棄物中間処分業 65

特別管理産業廃棄物収集運搬業 91

特別管理産業廃棄物中間処分業 3

産業廃棄物については、不法投棄や不適正処理の事例が多く、自然の景観を損なう 

ばかりでなく、地下水汚染、公共用水域への汚濁、悪臭、衛生害虫など、生活環境保 

全上の問題が懸念される。特に廃タイヤの不適正保管は、原野等に大量に長期間放置 

され蚊が大量に発生するなど、生活環境保全上支障をきたす問題が生じている。

管内においては、廃棄物の不法投棄に対するパトロールを随時実施しているところ 

であるが、当保健所だけでは十分な対応が出来ないため、管内市町村及び関係警察署 

との連携を密にしながら監視の強化を図っている。

近年、都市地区の拡大、生活様式の多様化と相まって、廃棄物の量は増加の一途を 

たどり、その最終処分場の確保が大きな問題となっている。今後、住民並びに事業者 

は排出抑制を意識し、ごみの分別等の実施、再生利用の促進を図るなどして、廃棄物 

の減量化に努める必要がある。
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(５)大気関係

(ア)大気汚染防止法等

大気汚染防止法又は沖縄県生活環境保全条例に基づき、ばい煙発生施設、一般粉じ 

ん発生施設又は水銀排出施設を設置等しようとする場合、又は特定粉じん等排出作業 

を実施しようとする場合は、事前に届出が必要である。なお、法改正に伴い、平成30 

年度から水銀排出施設に係る届出が必要となった。

このうち、ばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設については、法よりも規模が小 

さいもの等を条例の対象としている。

また、令和３年４月の大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事を行う 

場合は、石綿事前調査結果報告が必要となった。他の各種届出が数件であるのに対し、 

同報告件数は926件となっている。(表９参照)

表９ 大気汚染防止法等関係届出状況(令和６年度)

法又は条例の区分 届出内容 届出件数

大気汚染防止法 ばい煙発生施設 設置届出等 4

構造等変更届出 1

使用廃止届出 2

一般粉じん発生施設 設置届出等 4

構造等変更届出 0

使用廃止届出 0

水銀排出施設 設置届出等 0

構造等変更届出 0

使用廃止届出 0

特定粉じん排出等作業実施届出 8

石綿事前調査結果報告 926

沖縄県生活環境保全条例 ばい煙発生施設 設置届出等 0

構造等変更届出 0

使用廃止届出 0

一般粉じん発生施設 設置届出等 4

構造等変更届出 0

使用廃止届出 1
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